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CDRを実施していくうえで、小児死亡発生時の救急医療と小児医療の連携体制の構築

は、小児医療外で死亡した事例の把握のためにも、重要となる。 

当分担研究では、①H28年度に成人救命救急センターと小児専門施設/小児救命センター

の連携実態の状況を調査し、平成29年度には、②成人救急医療に搬送される小児死亡事

例から見た、小児科医師との医療連携の実態に関するアンケート調査を行った。 

 ①の研究の結果、成人救命救急センターと小児専門施設/小児救命センターの搬送プロ

トコールの整備は進んでおらず、また小児患者の救急カンファレンスの実施を行ってい

る施設は27%に留まっていた。②の研究の結果、乳児の10％、幼児の15％、学童の20％

が、死亡の際に救急医と小児が連携しえていないことが判明した。外因死であれ、内因

死であれ、不詳死であれ、20-25％の救急医は小児科医と連携をすることに特段のメリッ

トを感じていないことも判明した。 

これらの研究を通じ見えてきた点を踏まえ、H30年度には準備読本のうち、CDR個別事

例検証、具体的に地域でCDRを開始する方法、養育不全/虐待の検証の要点、につき分担

執筆を行った。 

A.研究目的 

CDR を実施していくうえで、小児死亡

発生時の救急医療と小児医療の連携体制

の構築は、小児医療外で死亡した事例の

把握のためにも、重要となる。 

当分担研究では、①H28 年度に成人救

命救急センターと小児専門施設/小児救

命センターの連携実態の状況を調査し平

成 29 年度には、②成人救急医療に搬送

される小児死亡事例から見た、小児科医

師との医療連携の実態に関するアンケー

ト調査を行った。 

 これらの研究を通じ見えてきた点を踏

まえ、H30 年度には準備読本のうち、CDR

個別事例検証、具体的に地域で CDR を開

始する方法、養育不全/虐待の検証の要

点、につき分担執筆を行った。 

 

Ｂ．研究方法、C結果、D 考察につき 

1,2 のそれぞれにつき記載する 
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1-B.研究方法 

まず、小児救急医療現場における本邦

の死因究明に関わる障碍とくに非監察医

制度地域の実態を抽出した。次に既存研

究からの報告レビューをもとに成人救急

医療に搬送される死亡症例の実態を把握

するための研究デザインを探り、小児専

門施設および小児救命センターとの連携

の現状と課題を抽出した。最後に小児死

亡事例に関する登録・検証システムの確

立に向けた救急医療の課題を総括した。 

本研究では以下の 3 つの項目に関して

研究を実施し、小児死亡事例に関する登

録・検証システムの確立に向けた救急医

療の課題を総括した。次年度 2017 年度で

の具体的調査研究デザインを考察した。 

１） 非監察制度地域における死因究明の

課題 

２） 救命救急センターおよび小児専門施

設および小児救命センターの連携実

態の既存研究調査と死亡発生調査研

究の課題 

３） 救急医療における小児死亡登録検証

に向けた現状把握と意識アンケート

調査原案の作成 

 

1-C 研究結果および 1-D.考察 

１）非監察制度地域における死因究明の

課題（北九州市立八幡病院小児救急セン

ターにおける調査研究） 

資料 1-A）参照 

 

 子どもの死因究明の意義を議論する上

で、子どもの死因究明の必要性と大人の

死因究明の必要性の相違を考察する必要

がある。以下の 3 つの点に関して小児特

有死因究明の必要性が存在する。（１）潜

在する身体的虐待・犯罪死の防止（２）残

された同胞・家族へのグリーフケア（３）

突然死に潜む循環器・代謝・感染症等の基

礎疾患の遺伝的背景鑑別である。 

 一方で、異状死、すなわち「外因による

死亡」「外因による傷害の続発症、あるい

は後遺障害による死亡」「診療行為に関連

した予期しない死亡、およびその疑いが

あるもの」「死因が明らかでない死亡」に

対する原因究明には、医療機関と警察と

の連携が不可欠である。 

 法的整備として平成 25 年 4 月 「警察

等が取り扱う死体の死因又は身元の調査

等に関する法律」新法解剖は遺族の承諾

なしに警察署長が職権で施行できる解剖

として活用されている。学会レベルでの

検証制度導入に向けた動きもある。平成

27 年 9 月には子どもの死亡事例検証制度

導入骨子(CCDR チャイルド・デス・レビュ

ー)運営ガイドライン JaSPCAN 子ども虐

待医学会が発表された。 

 このような社会的学問的動向を踏ま

え、今回、非監察医制度地域に立地する当

小児救急センターで経験した異状死を抽

出し、死因究明のための司法解剖の実態

を調査した。さらに警察・法医学機関との

連携の課題を検討した。 

  

研究目的：非監察医制度地域における 

子どもの異状死に対する死因究明の実態

と課題 

対象：2010 年以降の 5 年間で当院小児救

急センター死亡した 15歳未満の小児例 

研究方法：単一施設・カルテ記載による後

方視的検討  

検討項目：死亡原因調査・検視および警察

結果：2010 年以降の 5 年間で死亡した小
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児 28 症例を対象に、死亡原因や警察介入

の有無や剖検の有無などについて後方視

的に検討した。 

（１）対象となる異状死：調査期間全死亡

28 症例中、内因死：11 名・外因死：6 名

・不詳死：11 名であった。外因死と不詳

死を合わせた 17例中：蘇生に反応せず ER

で死亡を確認されたものは 13 例であっ

た。 

（２）解剖実施率：13 例中 6 例（司法解

剖：5例・病理解剖：1例）であった。 

（３）司法解剖の結果報告の実態：全例解

剖実施後日に連絡を受けているが、診断

名のみで詳細な内容まで報告されていな

かった。 

（４）非解剖例の実態：11 例全例検死後

に司法解剖の対象ではないとの判断であ

った。蘇生治療後に入院し後に死亡した

症例３例のうち 1例は、原因不明のCPAで

来院して入院後に死亡確認されている

が、異状死としての警察への通告を実施

したが、検死介入もなされなかった。 

考察と結語：司法解剖が選択されたのは

半数以下であった。さらに司法解剖の結

果についても詳細は報告されず医療側で

の振り返りが困難な状態であった。虐待

も視野に入れた子どもの異状死では、医

療機関と警察さらに法医学機関による多

機関連携システムの構築が急務である。 

 一方、入院症例では蘇生後管理が重要

視され、警察への連携を行うことが疎か

になっている可能性が考えられた。蘇生

後管理中、継続的な医療側の警察への働

きかけも不可欠である。 

 

２）救命救急センターおよび小児専門施

設および小児救命センターの連携実態の

既存研究調査と死亡発生調査研究の課題 

 先の研究で明らかになった非監察医制

度地域「司法解剖非実施異状死」研究で

は、検視後解剖率 35%（北九州市立八幡病

院小児救急センターの成績）に留まって

いた。このような監察医制度のない地域

での死因究明を確かに高い質を補完する

方法は、死因究明のための 2 本の矢とし

て悲嘆する家族に寄り添い承諾を得る努

力をする死因究明のための病理解剖を強

く勧める方法である。現場医療機関の努

力が不可欠である。本邦での病理医や法

医学医の見解の統一も求められる。もう

一つは、死亡事例検証モデルの全国的な

展開の手段を増やす方法である。 

 死因究明 SIDS 学会症例検討会の開催 

院内・地域での臨床病理検討会開催や地

域大学法医学教室との定例会開催をケー

ス毎のフィードバック形式を目指す必要

がある。先に述べた小児救急医の役割 

残された同胞・家族へのグリーフケア 

突然死に潜む循環器・代謝・感染症等の基

礎疾患の鑑別さらに犯罪性がない場合、

法医・病理医の組織学的議論検討の内容

を家族・同胞に説明する義務も存在し、そ

の説明は社会的な蘇生医療の責任とも解

釈できる。 

 子どもの蘇生医療の現場となり得る成

人を中心とした救急医療（成人救命救急

センター）の実態と小児専門医療施設（小

児救急センター）の実態のバランスを評

価しておく必要がある。 

 平成 27 年度厚生労働科学研究費補助金

地域医療基盤開発推進研究事業 「小児救

急・集中治療提供体制構築およびアクセ

スに関する研究(H27-医療-一般-004)」            

分担研究報告書 分担研究課題名：既存の
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成人救命救急センターと小児専門施設及

び小児救命センター との連携強化につ

いて をレビューして今後のわが国にお

ける Child Death Review(CDR)の実施と

その問題点に関する研究での調査の課題

を探索した。 

 2007 年調査（JAAM 小児救急特別委員

会）に比較してアンケート回答数が減少

したものの、現在の成人救命救急センタ

ーでの小児患者に対する診療提供体制が

把握されている。救命救急センターの立

地条件により小児救急医療の提供体制に

変化が認められる可能性があるため近隣

に他の救命救急センターが存在するかど

うかを設問に加えている。今回回答頂い

た施設の分布をみると、近隣に 2 施設以

上救命救急センターが存在する都市部の

救命救急センターからの回答がやや多い

ことから地域を考慮しない集計では都市

部の救命救急センターの現状を反映して

いる可能性がある。 

 小児患者の診療状況については、2007 

年調査（JAAM 小児救急特別委員会）と比

較すると、1 次から 3 次までの診療を担

う施設よりも主として 2 次〜3 次の小児

患者に対応する施設の割合が多くなって

いた。地域別にみると、都市部では小児入

院数と外傷患者や重症患者入院数と相関

関係を認めていることから、外傷や重症

患児については小児専門施設ではなく、

これらの疾患の診療に長けている救命救

急センターへ搬送し初期診療を行う体制

が構築されている過程にあると考える。 

 一方で、近隣に救命救急センターが存

在しない地域では、内因性・外因性や重症

度に関わらず小児患者を受け入れている

と考えられる。その結果、小児専門施設で

対応してもらうのが望ましい患児の転院

搬送数との相関が認められている。 

 地域別にみると小児に対する救急医療

の提供体制は、平成 21 年 7 月 8 日に 

出された「重篤な小児患者に対する救急

医療 体制の検討会中間とりまとめ」にも

示された 超急性期の医療を救命救急セ

ンターが提供する役割を反映している。 

 急性期以降の治療を小児救命救急セン

ターや小児専門施設に依頼する場合の問

題として搬送が挙げられるが、2007 年調

査（JAAM 小児救急特別委員会）と比して

も搬送プロトコールの整備は進んでいな

い。搬送にかかる人員や費用の問題も今

後検討が必要な課題である。 

 小児専用病床は 2007 年調査（JAAM 小

児救急特別委員会）と同様に救命救急セ

ンターや ICU 内に以外に小児集中治療室

の設置が進んでいた。 

 救命救急センターと小児専門施設の連

携が必要であるが、その指標として地域

での小児救急カンファレンスの有無を確

認したが有ると回答したのは 27%に留ま

っていた。無いと答えた施設でもカンフ

ァレンスが存在すれば参加するという前

向きな意見が多いことから、救命救急セ

ンターと小児専門施設が連携をとる場と

してカンファレンスの存在は有意義であ

ると考えられた。 

  

３）救急医療における小児死亡登録検証

に向けた現状把握と意識アンケート調査

原案の作成 

資料 1-B）を参照 
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資料 1-A: 非監察制度地域における死因究明の課題（北九州市立八幡病院小児救急セン

ターにおける調査研究）(1/2) 
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資料 1-A: 非監察制度地域における死因究明の課題（北九州市立八幡病院小児救急セン

ターにおける調査研究）(2/2) 
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資料 1-B）救急医療における小児死亡登録検証に向けた現状把握と意識アンケート調査

原案 
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2-A 研究方法 

日本救急医学会救急認定施設のうち小児

科を有する 529 施設の救急科/救急部を対

象に、郵送法によるアンケート調査を実施

した。 

本アンケートは、2017 年中に救急部門に

搬送され入院することなく死亡した、死亡

時 18歳未満であった事例や、一時的に入

院をしたもののほどなく死亡し、救急部門

が死亡の転帰までを把握している死亡時 18

歳未満であった事例（以下、救急部門で対

応した小児死亡事例）を対象とし、

Pearson(Arch Dis Child,2011;96:922)ら

による死因分類表別（詳細は本報告書末尾

の実際のアンケート中の表参照）、年齢別

(1 歳未満、1歳-5歳未満、5歳-15 歳未

満、15 歳-18 歳未満)に 、経験事例数を聞

くとともに、そのうち小児科医と連携をと

った事例について回答を求めた。 

それに加えて、外因死、内因死、不詳死

別に、小児科医との連携に対する院内のル

ール（もしくはルールがなければ、慣習

や、回答者自身の考え）につき回答を求

め、最後に小児死亡発生時の救急科－小児

科連携について、自由記載を求めた。 

なお Pearson の分類表では、死因が複数

グループにまたがると判断される場合、原

則、より番号が小さいグループ唯一つに分

類してもらった。ただし複数グループにま

たがる場合でも、可能性が高い死因グルー

プがあり、番号が小さい死因グループであ

る可能性が「完全には否定しえない」程度

の場合、可能性が大きいグループ唯一つに

分類してもらった。 

 

本報告書本文では簡易的に、以下のよう

に記載する。 

グループ１：虐待 

グループ２：自殺 

グループ３：事故 

グループ４：悪性疾患 

グループ５：急性疾患 

グループ６：慢性疾患 

グループ７：先天/遺伝 

グループ８：周産期/新生児 

グループ９：感染症 

グループ 10：不詳 

 

C. 研究結果、および D．考察 

アンケートの回答は、158 施設（29.9％）

から得られた。 

救急外来を対象としたため、いわゆる内

因性の予期死亡は少なく、外因死・不詳死

の割合が多く、かつ集約して事例が集めら

れるためか、死亡児の年齢分布は比較的均

等な状態であった。 
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各年齢群ごとに死因分類の割合を円グラフに、うち小児科の連携割合を表で提示する。 
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次に各グループ、年齢ごとの連携体制について、以下に示す。 
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図で示した通り、年齢別にみた場合、乳

児では 9割弱の事例で連携体制をとってい

たが、乳児期を過ぎると 2/3 程度まで低下

し、15 歳を超えると小児科が call される

ことｈ1/4 以下に急落していた。 

死因分類別にみると、虐待事例の小児科

連携は比較的高めに推移していたものの、

5歳を過ぎると 1/4 の事例は救急科のみで

対応されていた。自殺に関しては、とりわ

け日連携率が高いが、おそらく自殺の場合

には完遂してしまっていて、加療という観

点から連絡する必要がないと判断されたの

であろう。事故事例に関しては 1歳未満事

例では連携が良くなされていたが、1歳を

過ぎると急落していた。おそらく乳児例の

場合には、ライン確保などの医学的手技に

対してのニーズが高いためと思われた。 

その傾向は悪性疾患・急性疾患・慢性疾

患などの内因性疾患でも見て取るれた。 

一方で、先天/遺伝性疾患や周産期/新生

児疾患では、乳児期にむしろ連携率が低

く、幼児期以降思春期に達するまで比較的

高い水準を維持していた。おそらく、1歳

の誕生日までに、脆弱な乳児は死に至る

が、1歳を過ぎるとそれ以降は、特別対応

を要する子どもとして認識され、当初から

小児科主治医が呼ばれる、といったことが

原因かと推察される。 

不詳死に関しても思春期に向け徐々に低

下するものの 8割以上を維持していた。こ

のような不詳死事例は、死因究明のために

包括的かつ繊細な対応が求められ、他の病

因グループに比して、連携ニーズが高いた

めと推察されたが、一方で乳児期でも 1割

弱の事例が、小児科医と連携がなされるこ

となく、救急科医のみで対応がなされてい

た。 

個別事例の状況を調査したわけではなく

詳細は不明である。明らかな死後硬直を認

めたような事例はもはや小児科医には連絡

はないのかもしれない。ただし子どもの死

亡というのは虐待の潜在という非常に社会

的にも重要な側面があり、また非犯罪死で

あっても遺族に与えるインパクトは大き

く、より複雑悲嘆化しやすく繊細な対応が

求められる。剖検への一般的な拒否感も強

く、一方で司法解剖にもなりやすい。解剖

を行ったことに対し、どのような感情を抱

くのかに、医療者の関りは以上に大きな役

割を担っている。このような社会的側面に

対して、救急外来以降の関りも含め、対応

になれた小児科医が関わる意義は決して小

さくはないことをここで指摘しておきた

い。 

いずれにしろ、乳児期には 10％、幼児期

には 15％、学童期には 20％ほどの事例

が、救急-小児医療連携から外れていると

みてよいと思われる。 

次に、外因死、内因死、不詳死別に、小

児科医との連携に対する院内のルール（も

しくはルールがなければ、慣習や、回答者

自身の考え）についての回答を求めた。 

外因死に関しては、グループ別に疑い例

/確診例に分け、「夜間休日でも連携」

「日勤帯であれば連携」「連絡はしないが

事後連絡する」「事後にも連絡せず」「ケ

ースバイケース」「その他」から回答を求

めたが特に差異はなかったため、疑診の倍

の回答と確診の場合の回答数を合算した結

果を図示している。なお内因死に関して

は、かかりつけの状況により回答をしても

らい、不詳死に関しては警察介入の要否に

よって回答を求めた。 
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 これらの結果から虐待事例に関しては、

若干のみであるが、連携を行うことのメリ

ットを救急医は感じているようであるが、

その他の外因死に関しては 1/4 弱の救急医

は、対応中も事後にも小児科医に連絡をす

るつもりがないことが明らかとなった。 

 内因死についても、自院小児科がかかり

つけの場合には、連絡を取るものの、それ

以外の小児に関しては、いずれの場合も円

グラフのパターンはほぼ同じであり、虐待

以外の外因死の場合と同様に、20％程度の

救急医が対応中も事後にも、小児科医に連

絡をするつもりはあまりないことが明らか

となった。 

 不詳死に関しても、警察介入の要否で円

グラフの傾向は変わらず、やはり 20-25％

の救急医は、小児科医に対応中も事後にも

小児科医に連絡をする必要性を感じていな

いようであった。 

 夜間休日でも小児科医と連携をすると回

答した施設の理由としては、「24時間 365

日小児科医が常駐しているから」というシ

ンプルなもので、一方で連携しない理由と

しては、「必要性を感じない」「外因性の

病態の際に小児科医を呼ぶという慣習はな

い」というものであった。 

 

 救急医-小児連携に関する自由意見に関

しては、 

 本来なら、「小児救急部門」が診るの

が、望ましい。 

 小児科が本当の小児救急を専門分野と

して認識し、死亡症例（成人が主）を

診療をする機会をもつべき。 

 外傷も見れる小児科医の育成（救急医

の小児領域のスキルアップ）。 

 気道管理、呼吸、ショックなどバイタ

ルサインにかかわる病態は救急部門が

加わった方がよく、家族ケア、通常診

療では小児科医に任せた方がよい。 

 全症例、合同診療するのが望ましい。 

 小児科とのかかわりとすると小児科医

個人の責任となるので、救急科と虐待

委員会との連携とするのが望ましい。

そのシステムを確立させることが望ま

しい。 

 小児科医＝虐待に詳しいわけではない 

 CDR システムが確立出来れば悩む必要

がない。救急部門/小児科の連携とい

うより垣根を越えて or/and 病院をあ

げて取り組むべき問題と認識している 

 

などの意見があった。突然の予期せぬ小児

死亡の対応においては、死後退院後も継続

して家族に関わることが可能な小児科医が

関与し、家族対応・警察対応・剖検など今

後に起こりうることを丁寧に説明するなど

の対応ができることが望まれる。もちろん

自由意見にあるように、小児科医であるか

ら自動的に虐待の診断学に詳しくなれるわ

けではなく、小児科医側が知識向上をはか

り、救急医に頼られる存在になることが必

要である。 

一方で、外相の見れる小児科医の育成と

の意見にあるとおり、猫の手も借りたい状

況の中で、猫の手以上には役に立つと救急

医に思ってもらえる最低限の共通スキル

は、小児科医も身につけておくことが望ま

れる。 

救急の現場の医師から CDR システムの必

要性の記載があったことにも勇気づけられ

た。予防可能な小児死亡を可能な限り減ら

すこと、当座の原因が不明瞭な重篤な小児
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への対応を行う際には、救命とともに究明

を尽くすことは、科の垣根をこえて地域で

提供できなければならない問題であるとい

う共通認識は必ずや醸成できるものと信じ

る。 

 

2-E. 結論 

 救急医-小児科医の連携体制につきある

程度の状況を把握することができた。乳児

の 10％、幼児の 15％、学童の 20％が、死

亡の際に救急医と小児が連携しえていない

ことが判明した。外因死であれ、内因死で

あれ、不詳死であれ、20-25％の救急医は

小児科医と連携をすることに特段のメリッ

トを感じていないことも判明した。 

 このような状況を少しずつ変え、互いの

強みを生かし、連携を行うことは、救命と

究明を尽くし、結果として将来の防げる小

児死亡を減少することに繋がると期待され

る。 

 

Ｆ．健康危険情報 

該当なし 

 

Ｇ．研究発表 

論文発表 

なし 

学会・シンポジウム発表 

なし 

書籍発刊 

なし 

 

H．知的財産権の出願・登録状況 

（予定を含む） 

 なし 
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■アンケート 

本アンケートは、救急部門に搬送され入院することなく死亡した、死亡時 18 歳未満であった死亡事例や、一時

的に入院をしたもののほどなく死亡し、救急部門が死亡の転帰までを把握している死亡時 18 歳未満であった死

亡事例（以下、救急部門で対応した小児死亡事例）を対象とさせていただきます。 

＊小児科のない施設においてはⅠのみ、小児科のある施設においてはⅠ・Ⅱにつき回答をお願いいたします 

 

Ⅰ：救急部門における小児死亡事例の取り扱いの実態調査 
2015 年 1 月 1 日から 12 月 31 日の 1 年間に貴施設救急部門で対応した小児死亡事例数を下表の分類に基

づいて、各年齢群別にご回答下さい。 

 

＊本分類は、予防可能性を論じることを主たる目的とした分類です(Pearson GA. Arch Dis Child 2011 ; 96 : 922)。 

死因が複数グループにまたがると判断される場合、原則、より番号が小さいグループ唯一つに分類

してください（複数グループにまたがる場合でも、可能性が高い死因グループがあり、番号が小さい

死因グループである可能性が「完全には否定しえない」程度の場合には、可能性が大きいグループ

唯一つに分類してください。） 
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Ⅱ：小児死亡事例が発生した場合の救急部門と小児科との連携の実態調査（A・B にご回答下さい） 
 

A:Ⅰ．でご回答いただいた事例のうち、小児科医と連携・連絡を行った事例数をそれぞれご回答ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B：小児の死亡事例における救急部門と小児科との連携の原則（もしくは慣例）について、外因・内因・不詳の別

に、貴施設救急部門のお考えにつき、以下の a-e でご回答ください。 

a.休日夜間でも連携する b.日中であれば連携する c.連携しない[事後連絡は行う]  

d.連携しない[事後連絡も行わない] d.ケースバイケース e.その他 ＊可能であれば理由もお書き下さい 
 

＊外因死の場合 

・グループ１の場合：明白な事例   （   ）（理由：                   ） 

可能性のある事例  （   ）（理由：                   ） 

・グループ２の場合：明白な事例  （   ）（理由：                   ） 

可能性のある事例   （   ）（理由：                   ） 

・グループ３の場合：明白な事例      （   ）（理由：                   ） 

可能性のある事例  （   ）（理由：                   ） 

＊内因死 

・自施設の小児科が主治医であった場合   （   ）（理由：                   ） 

・自施設の小児科以外が主治医であった場合 （   ）（理由：                   ） 

・他施設が主治医であった場合       （   ）（理由：                   ） 

・医療機関で follow がされていなかった事例 （   ）（理由：                   ） 

 

＊不詳死  

・警察介入を必要と判断した事例  （   ）（理由：                   ） 

・警察介入を不要と判断した事例  （   ）（理由：                   ） 

 

小児の死亡事例における救急部門と小児科との連携の望ましい形について、ご記載ください（自由記載） 

ご協力誠にありがとうございました。（同封の返信封筒でご返送をお願いいたします） 
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